
当組合キャッシュカードによる一日あたりの 

ご利用限度額の引き下げについて 
 

 

 

 全国的に盗難・偽造カードを利用した ATMでの不正な引き出しが発生

している状況に対応するため、当組合では平成 30年 6月 25日（月） 

より下記のとおり、ご利用限度額を引き下げさせていただきます。 
 

 

 

○当組合キャッシュカードによる一日あたりのご利用限度額○ 

 

※限度額の変更をご希望されるお客様は、キャッシュカード・お届印・

本人確認資料（運転免許証等）をご持参ください。 

お取引店の窓口にてお手続きをいたします。 
 

 

 

 

 

一日あたりのご利用限度額 

個人のお客様 法人のお客様 

お引き出し 

(当組合、提携金融機関) 
100万円→50万円 100万円 

お振込 100万円→50万円 100万円 

デビットカード取引 100万円→50万円 100万円→50万円 


